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第１ 総則 
１ 趣旨・目的 

首都直下地震における応急対策職員派遣制度アクションプラン（以下「本アクショ

ンプラン」という。）は、「応急対策職員派遣制度に関する要綱」第36条に規定する

応急対策職員派遣制度の特例を定めたものであり、首都直下地震が発生した場合の応

急対策職員派遣制度に係る総務省、地方公共団体、関係団体等の対応や運用方針につ

いて、関係機関及び総務省の対応を相互に理解することにより、全国の応援職員が迅

速、的確に被災地において活動できるよう期待するものである。 

 

２ 用語の定義 

(1) 受援都県とは、首都直下地震発生時において主として応援を受ける県（埼玉県、

千葉県、東京都及び神奈川県の４都県）をいう。 

(2) 即時応援道府県等とは、受援都県を除く道府県及び受援都県内の指定都市を除く

指定都市（以下「応援道府県等」という。）のうち、首都直下地震対策特別措置法

（平成25年法律第88号）第３条第１項に基づき指定されている首都直下地震緊急対

策区域（以下「首都直下地震緊急対策区域」という。）を含まない道府県（北海道、

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福

井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌

山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知

県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の37

道府県）及び指定都市（札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京

都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市の15

市）をいう。 

(3) 被害確認後応援県とは、応援道府県等のうち、首都直下地震緊急対策区域を含む

県（群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、長野県及び静岡県の６県）をいう。 

(4) 地域ブロックとは、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」

第１条第１項に定めるブロックをいう。ただし、中国ブロック及び四国ブロックに

ついては、合わせて一の地域ブロックとする1。 

(5) 地域ブロック幹事都道府県とは、「全国都道府県における災害時等の広域応援に

関する協定」第３条第１項に定める幹事県をいう。ただし、中国・四国ブロックに

ついては、中国ブロック又は四国ブロックの幹事県のうちいずれか一の幹事県とす

る。 

(6) 関係団体とは、全国知事会、全国市長会、全国町村会及び指定都市市長会をいう。 

(7) 関係機関とは、関係省庁、関係団体及び地方公共団体をいう。 

(8) 災害マネジメント総括支援員（以下「ＧＡＤＭ」という。）とは、被災市区町村

の長への助言、幹部職員との調整、被災市区町村における応援職員のニーズ等の把

握、被災都道府県をはじめとする関係機関及び総務省との連携等を通じて、被災市

 
1 地域ブロックは、北海道東北ブロック、関東ブロック、中部ブロック、近畿ブロック、中国・四国ブロッ

ク及び九州ブロックの６ブロックである。 
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区町村が行う災害マネジメントを総括的に支援するために、地方公共団体が応援職

員として派遣する者として、総務省が管理する名簿に登録されている者をいう。 

(9) 災害マネジメント支援員とは、ＧＡＤＭの補佐を行うために、地方公共団体が応

援職員として派遣する者として、総務省が管理する名簿に登録されている者をいう。 

(10)地域ＧＡＤＭ等とは、受援都県内のＧＡＤＭ及び災害マネジメント支援員のほか、

受援都県においてこれらの者に準ずる役割を持つ者をいう。 

(11)総括支援チームとは、被災市区町村への応援職員派遣の協力依頼に先立ち、被災

市区町村の被害状況や応援職員のニーズ把握を行うほか、被災市区町村が行う災害

マネジメントを総括的に支援するために、地方公共団体がＧＡＤＭ及び災害マネジ

メント支援員等で編成し、被災市区町村に派遣するチームをいう。 

(12)対口支援チームとは、主に避難所運営、罹災証明関係業務等に係るマンパワー支

援を行うチームをいう。 

(13)応援職員確保調整本部とは、総務省及び関係団体により構成され、応援団体の決

定、情報の収集、総合的な調整等を行う会議体をいう。 

(14)現地調整会議とは、受援都県（応援職員派遣調整チーム）、即時応援道府県等、

被災地域ブロック幹事都県、関係団体、総務省等により構成され、被災市区町村に

関する情報の収集、確保調整本部に対する情報の共有等を行う会議体をいう。 

(15)応援編成計画とは、首都直下地震発生時における受援都県及び即時応援道府県等

の組合せをいう。 

 

３ 支援の対象となる業務 

本アクションプランに基づく応援団体による支援対象業務は、以下のとおりとする。 

(1) 主要対象業務 

ア 災害マネジメント支援 

総括支援チームによる被災市区町村の長への助言、幹部職員との調整、被災

市区町村における応援職員のニーズ等の把握、被災都道府県をはじめとする関

係機関及び総務省との連携等を通じて、被災市区町村が行う災害マネジメント

を総括的に支援する。 

イ 避難所運営業務支援 

ウ 住家被害認定調査・罹災証明書交付業務支援 

(2) その他の業務 

上記(1)以外の支援であって、応急対策職員派遣制度以外の仕組み等において対

象としていない業務2についても、業務の緊急性に応じて支援に努める。 

  

 
2 過去の災害時におけるその他の業務支援の例としては、義援金、災害弔慰金、被災者生活再建支援金等の

業務や広報活動などがある。 
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第２ 想定・適用基準 

１ 想定する地震 

本アクションプランにおいて想定する地震は、次のとおりとする。 

(1) 想定する地震 

中央防災会議防災対策実行会議「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」

が取りまとめた「首都直下地震の被害想定と対策について（報告書）」（令和７年

12月19日）において東京圏及びその周辺地域の直下で発生する地震として想定され

ている19地震のうち、首都中枢機能への影響や人的・物的被害が甚大となる都心南

部直下地震 

 

【図１ 震度分布（都心南部直下地震）】 

 

(2) 地震の規模：モーメントマグニチュード37.3 

 

 
3 断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）を基にして計算したマグニチュード。

従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震に対してもその規模を正しく表せる

特徴を持っている。 
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２ 想定する被害 

中央防災会議防災対策実行会議「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」が取

りまとめた「都心南部直下地震の被害想定【定量的な被害】」（以下「被害想定」と

いう。）のうち、下記の被害項目及び条件に着目し、想定する被害を表１のとおり取

りまとめた。 

(1) 被害想定のうち、本アクションプランにおいて着目する被害項目は、「避難者

数」及び「全壊・焼失棟数」とする。 

(2) 被害想定のうち、被害が最大となる条件は以下のとおりである。 

ア 避難者数：２週間後 

イ 全壊棟数：冬・夕、風速８m/s 

【表１ 被害想定（避難者数、全壊・焼失棟数）】 

     
 

３ 適用基準 

本アクションプランは、東京23区の区域において震度６強以上が観測された場合に

適用する。 

 

４ 上記３以外の適用 

上記３の条件を満たす地震が発生した場合のほか、政府、関係団体等の各種情報か

ら、上記３の場合に類する被害が想定され、本アクションプランに基づく地方公共団

体間の応援職員派遣を実施することで、迅速かつ円滑な被災地支援を実現できると総

務省が判断した場合に適用する。 

  

避難者数
（人）

全壊・焼失
棟数（棟）

茨城県 44,000 2,000

栃木県 2,900 300

群馬県 4,200 400

埼玉県 700,000 72,000

千葉県 710,000 38,000

東京都 2,000,000 176,000

神奈川県 1,300,000 113,000

山梨県 200 0

静岡県 1,900 200

計 4,763,200 401,900
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５ 首都直下地震における緊急消防援助隊アクションプランとの関係 

上記３に示した本アクションプランの適用基準は、首都直下地震における緊急消防

援助隊アクションプラン（以下「緊援隊アクションプラン」という。）のものと同一

であり、緊援隊アクションプランが適用されることとなった場合には、本アクション

プランも自動的に適用する4。 

この場合、各即時応援道府県等は、総務省からの本アクションプランの適用に係る

連絡がなくとも、応援職員の派遣等の活動を開始する。 

 

第３ 応援編成計画、応援・受援体制等 

１ 応援編成計画 

応援編成計画については、被害想定、即時応援道府県等の職員数、距離等の要素を

考慮し、表２のとおりとする。 

【表２ 応援編成計画】 

  
注１ 受援都県は指定都市を含む都県を一単位とし、即時応援道府県等は道府県及び指定都市をそれ

ぞれ一単位とする。 

注２ 即時応援道府県等のうち、静岡市及び浜松市については、全国の被災状況に応じて柔軟に割り

当てることができるよう応援編成計画上の組合せから除外している。 

注３ 石川県は、現在復旧・復興途上にあるため応援編成計画上の組合せから除外している。なお、

復旧・復興が進捗し、応援可能な状態となった後は、注２の即時応援道府県等と同様に、全国の

被災状況に応じて柔軟に割り当てることができる位置付けとする。 

 

 
4 本アクションプランの適用の連絡より先に緊援隊アクションプランの適用が全国に周知された場合に、一

刻も早く本アクションプランによる支援が開始されることが期待されるため。 

即時応援道府県等 被害確認後応援県

埼玉県
秋田県、山形県、新潟県、福井県、京都府、和歌山
県、鳥取県、島根県、山口県、新潟市、京都市

千葉県 北海道、岩手県、宮城県、札幌市、仙台市

東京都

青森県、福島県、愛知県、三重県、兵庫県、岡山
県、広島県、徳島県、香川県、福岡県、佐賀県、長
崎県、大分県、宮崎県、名古屋市、神戸市、岡山
市、広島市、北九州市、福岡市

神奈川県
富山県、岐阜県、滋賀県、大阪府、奈良県、愛媛
県、高知県、熊本県、鹿児島県、沖縄県、大阪市、
堺市、熊本市

石川県、静岡市、浜松市
（応援先は、被災状況等を踏まえ確保調整本部にお
いて検討。）

受援都県
応援道府県等

茨城県、栃木県、
群馬県、山梨県、
長野県、静岡県
（応援先は、被災
状況等を踏まえ確
保調整本部におい
て検討。）
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２ 応援職員確保調整本部の設置 

総務省は、本アクションプランを適用した場合又は関係団体と協議の上必要と認め

られた場合には、総務省及び関係団体により構成される応援職員確保調整本部（以下

「確保調整本部」という。）を設置する5。 

(1) 事務局 

確保調整本部には事務局を置き、事務局の事務は総務省が行う。 

(2) 役割 

確保調整本部の主な役割は、以下のとおりとする。 

ア 現地調整会議からの報告、関係省庁等から共有された情報等に基づく全国の被

災状況、応援ニーズ等の把握 

イ 即時応援道府県等の応援隊だけでは不足する場合の追加の応援職員派遣調整 

ウ 即時応援道府県等の応援隊に余剰が生じた場合における当該応援隊に係る応援

職員派遣調整 

エ 受援都県に対する応援隊の派遣が不要となった場合における当該受援都県と組

合せとなっている即時応援道府県等の応援職員派遣調整 

オ 応援期間が長期化した場合等における応援団体の交替等 

カ 関係省庁との情報等の共有 

キ 現地調整会議に対する情報の共有、意見の聴取等 

ク 被害確認後応援県から応援要請があった場合の応援職員派遣調整 

ケ 前各号に掲げるもののほか、状況に応じ確保調整本部が必要と認める役割 

(3) 上記(2)イ、ウ、エ又はクの応援職員派遣調整を行う場合の考慮事項 

ア 受援都県からの追加の応援職員派遣要請人数又は被害確認後応援県からの応援

職員派遣要請人数（業務又は職種、期間等を含む。） 

イ 全国の被災状況等を踏まえた各被災地の応援ニーズの相対的優先度 

ウ 外部への応援職員派遣が可能な都道府県等6の状況 

エ 被災都道府県と応援都道府県等との距離、方角、移動時間、道路啓開状況等 

オ 災害時相互応援協定等の締結状況 

カ 本アクションプランによらない独自の職員派遣の状況7 

キ 被災指定都市等の権能 

ク 現地調整会議の意見 

ケ 前各号に掲げるもののほか、被災市区町村の人口等考慮を必要とする事項 

  

 
5 震度７の地震が発生した場合には、応急対策職員派遣制度に関する要綱第７条に基づき確保調整本部を設

置することとなる。 
6 応援編成計画上の組合せに定められていない即時応援道府県等（石川県、静岡市及び浜松市）、応援可能

となった受援都県及び被害確認後応援県並びに応援隊による支援が不要となった受援都県の組合せとなって

いる即時応援道府県等 
7 第３の６参照。 
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３ 即時応援道府県等における応援体制（応援隊の編成） 

即時応援道府県等における応援体制について、基本となる形を以下に示す。 

実際には、災害の状況に応じて柔軟に対応するものとする。 

(1) 先遣隊の派遣 

発災後に受援都県に対し先遣隊を派遣する即時応援道府県等（以下「先遣隊派

遣団体」という。）については、あらかじめ、応援編成計画に定められた受援都県

及び即時応援道府県等で協議の上、選定する8。先遣隊派遣団体は、本アクション

プラン適用後速やかに受援都県の災害対策本部に対してＧＡＤＭを含む先遣隊を派

遣し、現地調整会議及び下記(2)の活動本部の機能が本格化するまでの間、受援都

県災害対策本部と協力し、情報収集、情報共有、応援ニーズの把握等を行う。 

(2) 活動本部の設置及び応援隊の編制 

即時応援道府県等は、本アクションプラン適用後、活動本部を設置し、統括責

任者を任命するとともに以下の各班から構成される応援隊を編成する。 

ア 統括班：活動本部において応援班の運用（追加派遣要請への対応等）、派遣元

等との連絡調整を行う班。最低１名は連絡要員として現地調整会議に常駐する。 

イ 応援班9：先遣隊等が把握した応援ニーズに基づき被災市区町村に対して派遣

される班（総括支援チーム・対口支援チーム）。 

ウ 後方支援班：宿泊拠点、物資等の確保を行う班。 

 

＜活動本部のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
8 後述する現地調整会議準備会等によりあらかじめ選定することを想定している。なお、先遣隊派遣団体の

選定に当たっては、総務省が候補団体提案等の助言を行うものとする。なお、先遣隊派遣団体を複数選定す

る場合には、先遣隊派遣団体の中から一団体を選定し筆頭団体とする（後述の統括担当も同様）。 
9 受援都県においては、多数の市区町村が被災し支援を必要とすることが想定されることから、応援班を複

数編成する必要がある。また、各被災市区町村の状況を踏まえ、総括支援チームのみ又は対口支援チームの

みの派遣となることも想定される。 

統括責任者 後方支援班 

統括班 

Ａ市応援班 

Ｂ町応援班 

連絡要員 

上記以外：各班の編成、運用 

：支援物資の調達、管理、宿泊拠点の手配等 

対口支援チーム 

総括支援チーム（Ａ市災対本部に常駐） 

総括支援チーム（Ｂ町災対本部に常駐） 

対口支援チーム 

即時応援道府県等活動本部 

※応援班は被災市区町村内に設置 

（現地調整会議に常駐） 

受
援
都
県
内 
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(3) 即時応援道府県等以外の都県及び指定都市からの報告 

受援都県及び被害確認後応援県は、本アクションプラン適用後に他の都道府県

に対して応援職員派遣を行うことが可能となった場合には、速やかにその旨を確保

調整本部に対して報告する10。報告を行った後、被災都道府県に応援職員を派遣す

ることとなった場合の体制は、原則として上記(2)による。 

応援可能となった被害確認後応援県、受援都県（受援都県内の指定都市を含

む。）及び当該受援都県と組合せとなっている即時応援道府県等をまとめて、以下

「応援可能団体」11という。 

 

４ 受援都県における受援体制 
(1) 応援職員派遣調整チームの設置 

受援都県は、本アクションプラン適用後速やかに、受援都県災害対策本部内に

応援職員派遣調整チームを設置する。応援職員派遣調整チームは、以下の要素を考

慮して即時応援道府県等及び応援可能団体から派遣される応援班の派遣先等を調整

する。 

ア 即時応援道府県等又は応援可能団体の総括支援チーム及び対口支援チームを編

成することが可能な応援職員の人数 

イ 地域ＧＡＤＭ等の派遣の状況 

ウ 被災市区町村における応援職員の派遣要請人数（業務又は職種、期間等を含

む。）、被害の状況及び災害対応業務実施体制の状況 

エ 即時応援道府県等又は応援可能団体（応援可能団体の区域内の市区町村を含

む。）が既に応援職員の派遣を行っているときはその派遣人数 

オ 即時応援道府県等及び応援可能団体の過去の災害における応援職員の派遣の実

績 

カ 受援都県内市区町村の災害時相互応援協定等の締結状況 

キ 前各号に掲げるもののほか、被災市区町村の人口等考慮を必要とする事項 

(2) 現地調整会議の設置 

受援都県は、受援都県（応援職員派遣調整チーム）、即時応援道府県等、被災

地域ブロック幹事都県、関係団体、総務省等で構成される現地調整会議を設置する。 

ア 現地調整会議の役割 

(ｱ) 受援都県災害対策本部会議における情報収集 

(ｲ) 被災市区町村に関する情報収集、応援ニーズの把握等 

(ｳ) 応援班の活動に関する情報収集 

(ｴ) 上記(ｱ)から(ｳ)までの情報の確保調整本部への共有 

 
10 受援都県の４都県及び受援都県内の５指定都市（さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市及び相模原市）

並びに被害確認後応援県の６県が本アクションプラン適用後に他の都道府県に対して応援職員派遣を行うこ

とが可能となった場合には、確保調整本部への報告を要するものである。 
11 脚注９の団体のほか、応援編成計画において受援都県と組合せとなっている即時応援道府県等の36道府

県及び13指定都市であるが、これらの団体は、報告を要さないものである（受援都県からの報告により自動

的に応援可能団体とみなされるため。）。 
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(ｵ) 確保調整本部が行う応援職員派遣調整等に対する意見の申出 

(ｶ) 受援都県の補佐 

(ｷ) 前各号に掲げるもののほか、状況に応じ現地調整会議が必要と認める役割 

イ 現地調整会議の統括担当 

先遣隊派遣団体は、原則として現地調整会議の統括担当を兼任する12。統括担

当は、受援都県が現地調整会議を設置することが困難な場合は、当分の間、そ

の役割を代行する。 

 

＜現地調整会議のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 受援都県が行う要請 

    本アクションプラン適用直後においては、応援編成計画に基づき即時応援道府県

等がプッシュ型で応援職員派遣を行うため、受援都県からの応援職員派遣要請は、

原則として不要とする。ただし、被害規模が極めて小さいなど、応援隊による支援

が不要であることが明白な場合には、応援編成計画に定められている即時応援道府

県等及び確保調整本部にその旨報告する。 

    受援都県は、応援編成計画に定められている即時応援道府県等の応援隊だけでは

支援が不足すると判断した場合には、直接又は現地調整会議を通じて確保調整本部

に対し、追加の応援職員派遣の要請を行う13。この場合において、確保調整本部は、

現地調整会議等と協力して追加の応援職員派遣調整を行う。 

(4) 受援都県の役割 

ア 応援団体からの問合せへの対応及び可能な範囲での情報提供（例えば、受援都

県災害対策本部に集約された情報） 

イ 被災市区町村の応援ニーズの把握（先遣隊、現地調整会議等と協力） 

ウ 被災市区町村への連絡要員の派遣 

エ 被災市区町村間の応援団体連絡会議の主催（統括担当又は被災地域ブロック幹

事都県と協力） 

オ 受援都県内の応援可能な市区町村から被災市区町村への応援職員派遣調整 

 
12 現地調整会議準備会等において、統括担当として先遣隊派遣団体以外の即時応援道府県等を選定するこ

とも考えられる。 
13 全国の被災状況等によっては、追加要請に対して必ずしも応えられない可能性があることに留意。 

受援都県（応援職員派遣

調整チーム） 

災害対策本部 Ａ県統括班 

Ｂ県統括班 

Ｃ県統括班 

総務省連絡要員 

被災地域ブロック 

幹事都県連絡要員等 

現地調整会議 

事前協議の上 
選定 

（先遣隊派遣団
体・統括担当の筆

頭団体） 
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５ 被害確認後応援県が外部からの応援職員派遣を必要とする場合の対応 

被害確認後応援県が外部からの応援職員派遣を必要と判断した場合、当該県は、速

やかに確保調整本部に対し、応援職員派遣の要請を行う。 

確保調整本部は、応援編成計画の組合せに定められていない即時応援道府県等（石

川県、静岡市及び浜松市）又は応援可能団体の中から、上記２(3)の考慮事項を踏ま

え、現地調整会議等と協力して応援職員派遣調整を行う。 

 

６ 独自の応援職員派遣等を行う場合の対応 

地方公共団体は、本アクションプランに基づく応援職員派遣とは別に、独自に又は

災害時相互応援協定等に基づき応援職員派遣を行う場合には、あらかじめ、都道府県

及び指定都市にあっては確保調整本部に、市区町村にあっては属する都道府県にその

旨申出を行う。当該申出を受けた都道府県は、速やかに確保調整本部に当該情報を共

有する。 

 

第４ 発災以降の情報共有、報告等の流れ 
１ 発災直後（１日目）の流れ 
(1) 総務省は、地震発生後、第２の３に示す適用基準に該当すると判断した場合は、

関係省庁、関係団体、全都道府県及び全指定都市に対し、本アクションプランを適

用する旨並びに確保調整本部を設置する旨連絡する。なお、本アクションプラン適

用に係る連絡より先に緊援隊アクションプランが適用された場合は、本アクション

プランも自動的に適用するものとし、確保調整本部は追って連絡等必要な対応を行

う。 

(2) 確保調整本部は、設置され次第速やかに、即時応援道府県等に対して連絡し、応

援編成計画に基づく応援職員派遣を開始しているか確認する。 

(3) 確保調整本部及び被災地域ブロック幹事都県は、受援都県に対して連絡要員の派

遣14を開始する。被災地域ブロック幹事都県が自ら被災する等の事情で連絡要員を

派遣できない場合は、速やかに同ブロック内の都県から代理を決定し、確保調整本

部に対してその旨連絡する。 

(4) 先遣隊派遣団体は、確保調整本部及び応援編成計画に定められている受援都県に

対し、先遣隊の派遣を開始した旨、派遣人数、到着目安時間等を連絡する。すべて

の即時応援道府県等は、応援隊の編制を開始する。 

(5) 確保調整本部は、即時応援道府県等から上記(4)の連絡を受け次第速やかに、関

係省庁、全都道府県及び指定都市に対し、当該情報を共有する。 

(6) 受援都県は、被災市区町村に対し連絡要員15の派遣を開始するともに、被災市区

町村の応援ニーズ等の情報収集を開始する。 

 
14 総務省は、全受援都県に対しそれぞれ２名程度、最低１名の連絡要員を派遣する。関係団体は、受援都

県の被害状況等に応じて可能な範囲で連絡要員を派遣する。 
15 連絡要員は、地域ＧＡＤＭ等であることが望ましい。 
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２ 発災後２～３日の流れ 
(1) 受援都県は、先遣隊派遣団体の先遣隊の到着後速やかに、現地調整会議を設置す

るとともに、被災市区町村から収集した情報を直接又は現地調整会議を通じて確保

調整本部に対して共有する。 

(2) 応援職員派遣調整チームは、先遣隊派遣団体の先遣隊と協力し、応援隊の派遣先

市区町村の優先順位等の検討を開始する。 

(3) 即時応援道府県等は、編成した応援隊の派遣を開始するとともに、現地調整会議

及び確保調整本部に対し、各班の人数、到着目安時間16等を連絡する。応援隊のう

ち応援班については、派遣開始時に派遣先市区町村が決定していれば直接当該市区

町村に向かうものとし、派遣先市区町村が決定していなければ受援都県の県庁等現

地調整会議の設置場所に向かうものとする。 

(4) 受援都県は、応援編成計画に定められている即時応援道府県等の応援隊だけでは

支援が不足すると判断した場合には、直接又は現地調整会議を通じて確保調整本部

に対し、追加の応援職員派遣の要請を行う。 

(5) 確保調整本部は、上記(4)の要請を受けた場合には、全国の被災状況等を踏まえ

て派遣の可否を検討し、派遣する場合には、応援編成計画に定められていない即時

応援道府県等（石川県、静岡市及び浜松市）又は応援可能団体の中から選定し応援

職員派遣調整を行う。 

 

３ 発災後４日目以降の流れ 
即時応援道府県等の応援班、地域ＧＡＤＭ等、受援都県内応援職員等が被災市区町

村に到着し、活動を開始。 

 

４ 適宜の連絡等 
(1) 受援都県及び被害確認後応援県は、他の都道府県に対して応援職員派遣を行うこ

とが可能となった場合には、速やかにその旨を確保調整本部に対して報告する。 

(2) 確保調整本部は、全国の被災状況等を考慮し、被災都道府県の間で応援体制に著

しい偏りが生じていると判断した場合は、応援編成計画にかかわらず、応援隊を派

遣している地方公共団体に対し、派遣先の変更等を依頼する。 

  

 
16 首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画（令和７年６月30日中央防災会議幹事会）に

よれば、72h（３日目）までの被災地内ルートの各方向上下１車線の啓開を目標としている。 
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５ 情報連絡体制 
(1) 情報連絡窓口の一元化 

    即時応援道府県等から受援都県への問合せが集中すること、現地調整会議での情

報の錯綜等を防ぐ観点から、原則として第３の４(2)イの統括担当が情報連絡窓口

担当を兼任する。 

(2) 情報連絡窓口担当の変更 

    情報連絡窓口担当の変更が必要となった場合には、現地調整会議において協議の

上新たな情報連絡窓口担当を指定し、確保調整本部に報告する。 

(3) 確保調整本部から即時応援道府県等への情報共有 

    確保調整本部が把握した現地での活動に必要な各種情報、応援先の変更の連絡等

については、確保調整本部から即時応援道府県等の派遣元（活動本部）又は派遣先

（現地調整会議）を通じて共有する。 

(4) 情報連絡窓口担当等から確保調整本部への現地情報等の報告 

    情報連絡窓口担当、情報連絡窓口担当以外の即時応援道府県等及び応援可能団体

は、それぞれ次に掲げる事項を現地調整会議に共有するとともに確保調整本部に報

告する。 

ア 情報連絡窓口担当からの報告事項 

(ｱ) 出発時及び到着時 

・ 応援班の出発日時及び到着予定日時（派遣元から） 

・ 応援班の編制、人数、ＧＡＤＭ等の情報（派遣元から） 

(ｲ) 派遣先到着後 

・ 受援都県及び被災市区町村の被災状況、応援ニーズ等（派遣先17から） 

・ 他支援との連携状況18（派遣先から） 

・ 応援班の活動状況（派遣元から） 

イ 情報連絡窓口担当以外の即時応援道府県等及び応援可能団体からの報告事項 

(ｱ) 出発時及び到着時 

・ 応援班の出発日時及び到着予定日時（派遣元から） 

・ 応援班の編制、人数、ＧＡＤＭ等の情報（派遣元から） 

(ｲ) 被災地到着後 

・ 応援班の活動状況（派遣元から） 

 

第５ 実効性確保のための取組 
首都直下地震においては、膨大な応援ニーズが発生するため、応援職員による支援の

実効性を確保するためには、平時からの取組が重要である。特に応援編成計画によりあら

かじめ組合せが決まっている受援都県及び即時応援道府県等においては、定期的に打合せ

 
17 現地調整会議内の統括班。 
18 例えば、関係省庁所管スキームによる支援、協定等に基づく独自支援等。 
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や情報交換を行うことが実効性確保に大きく寄与するため、平時から以下に例示する取組

を行うこととする19。 

１ 受援都県と即時応援道府県等との間における平時からの取組 
あらかじめ定められた組合せの受援都県と即時応援道府県等との間において、以下

のような取組を行う。 

・ 「首都直下地震現地調整会議準備会20」の開催による定期的な意見交換21、研修、

訓練、勉強会等の実施。 

・ 支援対象業務の確認（避難所運営、罹災証明関係以外）、オンラインによる遠隔

支援の検討、実証等。 

・ 受援都県及び即時応援道府県等がそれぞれあらかじめ用意しておくべき装備、物

資等の検討。 

・ 被災地域ブロック幹事都県との役割分担の確認。 

・ 先遣隊派遣団体及び筆頭団体の選定。 

・ 受援都県内の現地視察（県庁、管内市区町村の役場、指定避難所、公共施設、主

要道路等）。 

・ 受援都県の県庁から管内市区町村への進出経路、交通手段等の検討。 

・ 避難所マニュアルの確認、改善（特に高齢者、子ども、女性等への配慮、女性職

員の派遣等）。 

・ 首都圏特有の課題（昼夜間人口差、帰宅困難者対応、外国人対応、高層住宅居住

者対応等）への対応方針の検討。 

・ 液状化、木密地域の火災等が生じた場合の対応方針の検討。 

 

２ 受援都県における平時からの取組 
主に受援都県において、以下のような取組を行う。 

・ 管内市区町村との定期的な意見交換、研修、訓練、勉強会等の実施。 

・ 受援都県及び管内市区町村における受援体制の構築（本アクションプランを踏ま

えた受援計画の見直し、改善等）。 

・ 応援職員、ボランティア、事業者等の活動拠点や宿泊拠点となり得る県内の公共

施設、ホテル、民宿、キャンピングカーの停車場所等の把握、リスト化及び即時応

援道府県等への共有。 

・ 管内市区町村があらかじめ用意しておくべき装備等の検討。 

・ 管内市区町村に派遣する情報連絡員（リエゾン）の事前のリスト化。 

・ 地域ＧＡＤＭ等22の育成及び登録の促進。 

 
19 あくまで例示であり、必須事項ではなく、これで十分というわけでもないことに留意。 
20 発災時に設置される現地調整会議の構成員による会議体。主催、企画運営等は受援都県が行う。会議体

の名称は任意であり、各都道府県において適切に定められたい。 
21 意見交換に当たっては、指定都市等の権能を踏まえた対応について留意。 
22 地域ＧＡＤＭ等のうちＧＡＤＭ及び災害マネジメント支援員に準ずる役割を持つ者については、ＧＡＤ

Ｍの要件の一つである管理職等であることが望ましいが、各地域の実情を踏まえ、各団体が主体的に創意工

夫を重ねながら取組を進めることが重要。 
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・ 被害想定に基づく管内市区町村の応援ニーズの推計、即時応援道府県等への共有

等。 

・ 県内応援の可能性の検討。 

・ 管内市区町村が締結している個別の災害時相互応援協定等の把握及び発災時にお

ける応援元の市区町村の対応方針の確認23（個別の災害時相互応援協定等を優先す

るか、本アクションプランに基づく確保調整本部からの応援職員派遣調整を優先す

るか等）。 

・ 首都圏特有の課題（昼夜間人口差、帰宅困難者対応、外国人対応、高層住宅居住

者対応等）への対応方針の検討。 

・ 液状化、木密地域の火災等が生じた場合の対応方針の検討。 

 

３ 即時応援道府県等における平時からの取組 
主に即時応援道府県等において、以下のような取組を行う。 

・ 管内市町村との定期的な意見交換、研修、訓練、勉強会等の実施。 

・ 応援体制の構築（本アクションプランを踏まえた応援計画の見直し、改善等）。 

・ 受援都県に派遣する先遣隊及び応援班の事前のリスト化（優先順位付け）。 

・ ＧＡＤＭ（管内市町村の職員含む）の育成及び登録の促進。 

・ 即時応援道府県等から受援都県への進出経路の確認。 

・ 管内市町村が締結している個別の災害時相互応援協定等の把握及び発災時におけ

る管内市町村の対応方針の確認（個別の災害時相互応援協定等を優先するか、本ア

クションプランに基づく確保調整本部からの応援職員派遣調整を優先するか等）。 

 

４ 被害確認後応援県における平時からの取組 
被害確認後応援県については、応援編成計画であらかじめ組合せが決まっているわ

けではないものの、発災後、他の都道府県への応援が可能な場合には、確保調整本部

において受援都県その他応援を必要とする都道府県に対して応援職員派遣調整を行う

こととなる。また、多くの地域ブロックにおいて災害時相互応援協定等が締結され、

災害発生時における地域ブロック内での応援・受援の組合せが定められているケース

も見られることから、平時から地域ブロック内で実効性確保のための取組を進めるこ

とが望ましい。 

上記１、２及び３を参考に、地域の実情を踏まえ主体的に取組を進める。 

 

５ 受援都県同士の平時からの取組 
受援都県は、首都直下地震現地調整会議準備会とは別に、定期的に受援都県同士の

会議等を開催し、各受援都県における議論、取組等について情報共有、意見交換等を

行う。 

 

 
23 詳細は後述。 
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６ 応援体制及び受援体制に関する補足 
(1) 応援体制の構築において検討すべきことの例 

・ 応急期に派遣可能な職員数の検討（例えば、即時応援道府県等の職員数の一定

割合を目安とする等）。 

・ 先遣隊、応援班（総括支援チーム・対口支援チーム）、後方支援班、統括班等

各班の編成。 

・ 防災・危機管理担当部署以外の部署からの動員に関する合意形成、周知等。 

・ 応援マニュアルの策定等。 

(2) 受援体制の構築において検討すべきことの例（主に受援都県内市区町村） 

・ 庁内全体の受援担当の指定。 

・ 災害対応業務の洗い出し、優先順位の検討及び受援対象業務の整理。 

・ 各業務のマニュアル化、各業務の受援担当者の指定。 

・ 民間（ボランティア、ＮＰＯ法人、物流事業者等）との関係構築、業務委託等

に関する協定締結等。 

・ 応援職員、ボランティア、事業者等の活動拠点や宿泊拠点となり得る公共施設、

ホテル、民宿、キャンピングカーの停車場所等の把握、リスト化。 

 

７ 個別の災害時相互応援協定等の把握、発災時の対応方針の確認 
本アクションプランは、個別の災害時相互応援協定等に基づく応援が存在すること

を前提としているが、即時応援道府県等の管内市町村において、個別の災害時相互応

援協定等に基づき応援編成計画とは異なる地方公共団体への応援が多数行われた場合、

被災都道府県の間で応援体制に著しい偏りが生じるおそれが高くなる。 

したがって、受援都県及び即時応援道府県等いずれにおいても、管内市区町村の個

別の災害時相互応援協定等の締結状況及び首都直下地震発災時の対応方針についてあ

らかじめ把握し、現地調整会議準備会にも共有しておく必要がある。 

その上で、即時応援道府県等が、応援編成計画に定められている受援都県に対して

派遣できる職員数が著しく少なくなるおそれが判明した場合等には、事前に即時応援

道府県等と管内市町村の間の調整24を行うことが望ましい。 

 

第６ 進出経路等 
首都直下地震発生時には、広域的な道路被害や放置車両により大規模な交通障害が発

生するおそれがあるため、交通規制に係る関係法令や交通規制計画等を踏まえ、使用可能

性の高い交通経路や手段を把握し、平時から備えることが重要である。 

 

１ 平時の備え 
(1) 応援経路等の整理 

 
24 本アクションプランの応援編成計画に基づく応援職員派遣を優先していただけないか、仮に個別の災害

時相互応援協定等を優先するとしても、応援編成計画に基づく応援職員派遣にも協力していただけないか等

の調整。 
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即時応援道府県等及び被害確認後応援県は、被害想定や交通規制に係る計画等25

を踏まえ、発災時に使用可能性のある交通検問所や進出経路、参集拠点等をあらか

じめ整理する。 

(2) 緊急通行車両に係る確認、標章の準備 

発災時の円滑な応援に向け、応援職員派遣に使用する可能性のある車両をあら

かじめ整理し、可能な限り発災前に緊急通行車両であることの確認の申出を行い、

標章及び証明書の交付を受ける。 

 

２ 発災時の進出経路の選定等 
(1) 進出経路の選定 

発災時、即時応援道府県等及び応援可能団体は、上記１(1)での整理を基本に、

道路の損壊状況や啓開状況、交通規制の実施状況等（以下「道路被害状況等」とい

う。）を踏まえ進出経路を選定し応援を実施する。 

(2) 情報共有 

選定した進出経路や道路被害状況等（進出途中で把握したものを含む。）につ

いては、適宜、派遣先が同じである応援団体、確保調整本部等に共有する。 

 
25 「首都直下地震発生時の交通規制計画」（令和７年９月警察庁）等。 


